
広
島
県
土
地
造
成
事
業
管
理
規
程
第
三
号 

広
島
県
土
地
造
成
事
業
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 
 

広
島
県
土
地
造
成
事
業
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

広
島
県
土
地
造
成
事
業
決
裁
規
程
（
令
和
四
年
土
地
造
成
事
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

一
―
四 

（
略
） 

五 

担
当
部
長 

組
織
規
程
別
表
の
職
名
の
欄
に
掲

げ
る
担
当
部
長
を
い
う
。 

六
・
七 

（
略
） 

 

（
課
長
等
の
専
決
事
項
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

担
当
部
長
は
、
局
長
専
決
事
項
の
う
ち
、
局
長
が

知
事
の
承
認
を
得
て
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
専
決

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
―
５ 

（
略
） 

 

（
代
理
決
裁
権
者
及
び
代
理
決
裁
の
順
位
） 

第
九
条 

（
略
） 

決
裁
区
分 

第
一
順
位
者 

第
二
順
位
者 

知
事 

局
長 

主
務
担
当
部
長 

局
長 

主
務
担
当
部
長 

（
略
） 

担
当
部
長 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
八
条
関
係
） 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

一
―
四 

（
略
） 

五 

総
括
官 

組
織
規
程
別
表
の
職
名
の
欄
に
掲
げ

る
総
括
官
を
い
う
。 

六
・
七 
（
略
） 

 

（
課
長
等
の
専
決
事
項
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

総
括
官
は
、
局
長
専
決
事
項
の
う
ち
、
局
長
が
知

事
の
承
認
を
得
て
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
専
決
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
―
５ 

（
略
） 

 

（
代
理
決
裁
権
者
及
び
代
理
決
裁
の
順
位
） 

第
九
条 

（
略
） 

決
裁
区
分 

第
一
順
位
者 

第
二
順
位
者 

知
事 

局
長 

主
務
総
括
官 

局
長 

主
務
総
括
官 

（
略
） 

総
括
官 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
八
条
関
係
） 

 

課 

長 

専 

決 

事 

項 

一
―
四 

（
略
） 

五 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
二
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人

情
報
の
開
示
決
定
等
、
同
法
第
九
十
三
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人

情
報
の
訂
正
決
定
等
及
び
同
法
第
百
一
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人

情
報
の
利
用
停
止
決
定
等 

 

六
―
四
十
三 

（
略
） 

 

課 

長 

専 

決 

事 

項 

一
―
四 

（
略
） 

五 

広
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十

六
年
広
島
県
条
例
第
五
十
三
号
）
第
十
一

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保

有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
、
同
条
例
第

二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
決
定
等
及
び

同
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停

止
決
定
等 

六
―
四
十
三 

（
略
） 



 
 
 

附 

則 

 
こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


